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遺言書には何が書ける? 認められる内容について解説!

相続放棄はどんな制度? 負の遺産を相続しないために

遺言書に有効期限はあるのか 忘れてはならない注意点

　厚生労働省が発表した『2019年 国民生活基礎調査の概況』によれば、児童(18歳未満の未婚者)のいる世
帯が全世帯に占める割合は21.7％、このうち児童数が１人の世帯は46.8%で、児童のいる世帯の半数近く
を占めました。少子化の進行は、将来的に相続にも影響します。たとえば、夫婦二人世帯で子どもが1人のケー
スで、夫婦のどちらかに相続が発生し、配偶者もすでに他界している場合、法定相続人はその子１人となります。
不要な争いは避けられますが、相続手続きの全てが1人の肩にのしかかります。また、被相続人に子どもがおら
ず、配偶者も親もいない場合には、兄弟姉妹（被相続人より先に他界している場合は甥・姪）が法定相続人とな
ります。もしほかに財産を渡したい人がいるなら、遺言を残しておくなどの生前の対応が必要となります。夫婦
が元気なうちに、財産をどうするかを話し合っておけるとよいでしょう。
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～知っておきたい相続と税金のことがよく分かる～
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　一般的に、借金には時効が存在します。たとえ
ば、お金を貸して督促しないまま一定期間が経つ
と、貸主の請求権が消滅してしまうのです。これ
が時効（消滅時効）です。
　一方、遺言書には消滅時効や有効期限はあ
りません。書いた人が何年前に作成したとしても、
ずっと効力があります。ただし、以下のように制度
的に遺言書が効力を失うケースも存在します。

●何通も遺言書を作成したケース
　遺言を書く人が何回も遺言書を作成した場合、
従前の内容と抵触する部分については、最新の
ものが効力を持ち、それ以前に記載された抵触
する部分は効力を失います。
●保管期間経過後の公正証書遺言
　公正証書遺言は公証役場で保管されるため、
書き手にとって不本意な破棄や偽造のリスクがあ
りません。しかし、公証役場での保管期限は、法
律では原則20年と決まっていますが、特別な事由
（生存）により保存の必要があるときは保存義務
があるので、公証役場によっては、遺言者が120
歳になる年齢まで保管されます。保管されていれ
ば、紛失しても謄本の取得が可能ですが、保管
期間経過後に紛失した場合は、その内容を証明
することができなくなります。

　

　遺言書は、『書いた人が死亡した時から効力を
生ずるもの』です。したがって、まだ効力のないも
のに、有効期限や時効といった概念を当てはめる
のは、そもそもそぐわないといえます。100歳で亡く
なった人が60歳の時に書いた遺言書であっても、
民法の規定に則っていれば、遺言者の死亡の時
から効力を生じます。
　ただ、いくら有効でも、古すぎる遺言書にはさま
ざまな問題があります。たとえば、相続人に指定し
た人が亡くなっていたり、子どもに相続させると書
いておいた預金を使ってしまっていたりすることも
あります。ほかにも遺言書作成後に取得した財産
や、遺言書に記載がない財産については、遺産
分割協議が必要となります。
　こうしたことから起こるトラブルを避けるために
も、遺言書を作成したら、数年ごとに見直し、書き
換えたほうがよいでしょう。

　ちなみに、遺言書を自宅に保管しておくのが不
安な場合には、次のような手段を利用することが
できます。
●法務局で保管してもらう（自筆証書に限る）
●公正証書遺言にして、公証役場で保管する
●弁護士、司法書士などの第三者に預ける
●遺言信託を利用し、信託銀行などに預ける

　民法に則った遺言書に、有効期限はありませ
んが、記入した内容は古くなっていきます。数年ご
とに書き換えるか、書き換えなくてもよい内容にす
るなどの工夫が必要です。

遺言書なんて、そう何度も作り直すものではないと思っている方も多いかもしれません。
しかし、ずっと前に作った遺言書を、そのまま放置すると、トラブルになってしまうことがあるので
注意が必要です。
今回は、遺言書の有効期限について解説します。

遺言書に有効期限はあるのか
忘れてはならない注意点

さまざまな契約にある有効期限
遺言書ではどうか？

遺言書は数年ごとに書き換えを
古すぎる遺言書の問題点
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　『遺言書には、財産の分け方が書いてある』と
いうイメージを持っている人が多いかもしれませ
ん。大まかにはその通りで、遺言書に書くことで法
的拘束力を持つものは、財産や身分、遺言の執
行に関することに限定されています。
　これらは法律用語でいうところの『遺言事項』
に該当し、法的な効力が生ずるとされています。
たとえば、以下のようなものがあります。
●非嫡出子の認知
●未成年後見人や後見監督人の指定
●相続人の廃除や取り消し
●相続分の指定、指定の委託
●遺産分割方法の指定や遺産分割の禁止
●遺贈に関すること
●生命保険の受取人変更
●遺言執行者の指定
●特別受益の持ち戻し免除

　一方で、遺言として残しても法的に意味がない
ものもあります。「家族みんなで仲良く暮らすよう
に」「兄弟みんなでお母さんのことを助けてあげ
なさい」などは、法的拘束力を持ちません。
　ただ、遺言書で、自分亡き後に残された家族に
意思を伝えたいという人は多いものです。こうした
内容は『付言事項』として遺言書に書き残すこと
ができます。先述したように、遺言書には何を書い
ても自由です。なかなか面と向かって言えなかっ
たことを改めて伝えるために、付言事項として残
せば、法的拘束力はなくとも、思いを伝えることは
可能です。

　遺言書に書いてある財産や身分、相続につい
ての内容が、必ず効力を生ずるかといえば、そう
ではありません。その遺言書が民法に則っており、
正しい記載ができているかも問われます。

　たとえば、一般的な『自筆証書遺言』であれば、
遺言者が遺言内容、自身の名前、作成日を自筆で
書き、捺印していなければなりません。財産目録以
外は、自筆であることが条件なので、財産目録以
外の部分をパソコンで打った自筆証書遺言は無
効となります。
　また、自筆証書遺言に訂正や加筆をするときに
は、単に二重線などで元の文を取り消して、上に
書き足しただけでは不十分です。訂正したところ
に印鑑を押し、さらに遺言書のなかで、どのように
変更したのか（どの場所の文字を訂正したのか、
何文字を削除し、何文字を新たに書き加えたのか
など）を付記、署名します。このような、法律に沿っ
た形式を守らなければ、単なる書き置きになってし
まうのです。

　このように、遺言書では法的拘束力が発生す
る内容や要件が決まっています。要件の不備によ
り無効になるリスクを回避するには、確実性の高
い公正証書遺言での作成がおすすめです。

遺言には、基本的に何を書いてもかまいません。ただし、書くことで法的拘束力を持つ内容につ
いては限られています。また、書き方に誤りがあった場合には、民法に定められたルールにより無
効になることがあるので注意が必要です。
今回は、遺言書の内容に関する規則やルールについて説明します。

遺言書には何が書ける?
認められる内容について解説!

効力を生ずる遺言の内容は
法律で決まっている

遺言書に効力を持たせるには
守るべき要件がある
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亡くなった親が、とても返済できないような多額の借金を残していた……。
そんな場合には、『相続放棄』を選択することができます。これは、相続人が財産を相続したくない
ときに選べる手続きです。
相続放棄とは、具体的にどのような内容なのでしょうか。主な考え方を解説します。

　相続放棄とは、その言葉の通り『被相続人の財産
に対する一切の相続権を放棄すること』です。ここで
いう財産とは、負債も含めその一切を指します。つまり、
相続放棄をすれば、プラスの財産も相続できませんが、
借金の相続から逃れることができるといえます。

　相続放棄は民法によって、『相続の放棄をした者は、
その相続に関しては、初めから相続人とならなかった
ものとみなす。』と規定されています。つまり、父親が亡
くなって、配偶者である母親と、その子どもである兄・
妹の3人が相続人となった場合に、妹が相続放棄をす
ると、相続人は最初から母親と兄のみであると見なさ
れるのです。

　相続放棄は、相続開始を知ったときから3カ月以内
に行うと定められています。家庭裁判所の審判により
期間を伸長することもできますが、相続放棄をすると
決めたら、早めに家庭裁判所で『相続の放棄の申述』
の手続きをとりましょう。
　また、相続放棄のほかに『限定承認』という制度を
活用するという選択肢もあります。相続放棄が、被相
続人の財産や負債を一切受け継がないのに対し、限
定承認は、相続開始を知ったときから3カ月以内に、相
続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出すること
で『相続によって得た財産』を限度として、被相続人
の債務などを相続します。
　二つの違いをしっかり認識しておきましょう。

相続放棄はどんな制度？
負の遺産を相続しないために

相続放棄をすると
財産も負債も相続しなくなる

相続放棄の期限は原則3カ月
『相続の放棄の申述』の手続きを

知っておきたい相続と税金のことがよく分かる 相続・贈与マガジン
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